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　平成21年度評価替えにおきましては、旧町間の評価のバラツキを無くし、合併後の錦江町として評価の均衡
化、適正化、公平化を図ることを目的として、評価方法の統一、評価基準の一元化を実施することとなりました。
　具体的な内容の主なものは、以下の通りです。

1�　旧大根占町の市街地に続き、旧大根占町神川・鳥浜地区の土地評価に関しても路線価方式を採用すること
となりました。
　�　当該評価方法を採用することにより、それぞれの土地について、道路状況、間口、奥行、形状等が価格に
及ぼす影響を画地計算法を使い適切に評価に反映させることが可能となり、土地評価の精度が高まります。

2�　地目、画地認定評価方法に関し、統一ルールを作成し、これに基づいて評価を実施します。
　�　特に、雑種地については、法面のような原野並み雑種地から、公益事業用地としての鉄塔敷、半造成の資
材置場、限りなく宅地に近い駐車場に到るまで、利用形態が様々であることから、現況調査により利用現況
を確認したうえで、付近の土地（宅地等）の価格に造成費相当分を考慮した評価割合を乗じて、宅地比準雑
種地の評価を行います。

付近の宅地等価格　×　評価割合 10％（私道等）～ 70％（駐車場等）
＝ 宅地比準雑種地の評価額

平成21年度から
固定資産税の土地評価の方法が一部変わります!!

【 路線価方式の主な評価手順 】

その他の街路の路線価の付設

主要な街路の路線価の付設

標準宅地の選定

主要な街路の選定

街路の状況等による地域の区分
（状況類似地域）

用途地区の区分

各筆の評点数の付設

各筆の評価額の算出

不動産鑑定士による鑑定評価

比準表の適用

所要の補正
・道路との高低差
・水路介在
・高圧線下
・私道
・急傾斜地崩壊危険箇所
・大規模画地
・規模過小地など

画
地
計
算
法

奥行価格補正割合法

側方路線影響加算法

二方路線影響加算法

不整形地、無道路地、
間口が狭小な宅地等
評点算出法
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長寿医療制度保険料の年金からの
お支払いのお知らせです

役場保健福祉課保険チーム　　☎22‒3041	 支所住民生活課民生チーム　　☎25‒2511

　《長寿医療制度》
○	　一人当たり定額の保険料が７割軽減されていた方で、８月まで年金からお支払い頂いた方は、10 月以降、

年金からのお支払いはありません。納付書等によりお支払いいただいている方の保険料も同程度軽減されます。
○	　保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則として年金からお支払いいただくこととしています。
○	　被用者保険の被扶養者であった方は、初めて保険料をご負担いただくため、４月から９月までは保険料の
負担がありませんでしたが、10月から、本来の保険料額の９割は軽減され、１割のご負担となります。
　※	ただし、次のいずれかに該当する方は、年金からのお支払いではなく、納付書等でお支払い頂くことにな
ります。

　①　年金額が年額１８万円（月額１万５千円）未満の方
　②　介護保険の保険料と長寿医療制度の保険料の合計額が、年金額の１/２を超える方

年金からの保険料のお支払いは、多くの場合、
口座振替へ切り替えることができます。
○　口座振替に切り替える場合、役場への届けと金融機関での手続きが必要になります。
○	　世帯主又は配偶者名義の口座からの振替にすることにより、世帯としての所得税・住民税の負担が軽減さ
れる場合があります。

ご不明な点がありましたら役場保健福祉課・保険チーム又は支所住民生活課・民生チームへお問い合わせください。

　�　なお、ここで注意すべき点は、単体であれば本来雑種地である駐車場も、実際の利用状況から宅地部分と
一体を成していると認められる場合には、課税地目が宅地となり、宅地評価を行うということです。

⑴�　店舗等に接続する駐車場で、店舗敷地と同一
敷地と認定できる場合は、課税地目を宅地とし
て認定し、一団の宅地として評価を行う。

⑵���店舗等の駐車場ではあるが、店舗敷地とは道
路等により分断されている場合は、課税地目を
雑種地として認定し、各々宅地、雑種地として
評価を行う。

道　路

店　舗

（宅地） 道　

路

駐車場

（雑種地）

道　路

駐車場

（宅地）

店　舗

（宅地）

土地の筆界 役場住民税務課税務チーム　　☎22‒3037
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いつまでもお元気で！
　　　長生きしてください
　9 月 15 日（月）は敬老の日でした。
　この日にちなんで、町内の自治会や家庭のあ
ちこちで敬老祝賀会が開かれました。
　また、町として 90 歳、95 歳、100 歳以上のお
年寄りを訪問し、長寿をお祝いしました。
　おじいちゃん、おばあちゃん達にはこれから
も元気で長生きしていただきたいものです。

【敬老の日】とは ?
　国民の祝日のひとつで、もともとは 9 月 15 日
で現在は 9 月の第 3 月曜日となっています。
　お年寄りを敬い、長寿を祝う日で、「老人の日」
を昭和 41 年に祝日として改称、制定されました。錦江園での敬老祝賀会の様子（上・下左）

三年越しの願い叶う !

　9月6、7日に町文化センターにお
いて、商工会青年部「若い経営者」
の主張大会が開催されました。
　これは、大根占町商工会青年部
が2年間、誘致活動を続けて実現し
たもので、県内各地の商工会青年
部の方々が一同に集い交流を深め、
錦江町内に宿泊するという経済効
果も抜群に上がる行事です。
　当日は、講演や交流会にソフト
ボール大会も行われ、情報交換や
交流に大変盛り上がりを見せてい
ました。
　錦江町の商工関係者がさらに発
展することを祈念いたします。

史上最多！
　9 月 29 日から 4 日間（試合日）
にわたり、田代中央運動場で第 3
回 430 歳以上年代別ナイターソフ
ト大会が開催されました。
　今大会は、台風などの悪天候に
より、日程が大幅にずれるという
アクシデントに見舞われましたが、
過去最多の 12 チームが参加し熱戦
が繰り広げられました。
　参加選手は、少し丸みを帯びた
体を酷使 ? しながらもハッスルプ
レーが続出し、まだまだ若者には
負けん ! という意気込みを感じまし
た。
　また、この大会はチーム名にも
こだわるところも多く、数十年の
伝統がある「つちのこ」チームを
はじめ、「悪玉コレスト」や「鳥取
砂丘」など意味不明のチーム名ま
で出てきました。来年はチーム名
にも注目してみるとさらに面白く
なるかもしれません。

長
寿
を
祝
う

加
治
佐
さ
ん
家
族

▲

どうだ！剛速球！

狙うはホームランのみ！
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錦はまドッジボール !?

　9月14日、神川海岸において錦江
町青年団主催のドッジボール大会が
開催されました。
　大会には、町内外より9チームの
参加があり、あいにく小雨の降る中
での開催でしたが、白熱したプレー
が随所で繰り広げられていました。
　その中でも、唯一学生での参加
だった錦江中学校の生徒は、対戦し
た大人の全力プレーに社会の厳しさ
を感じたのではないでしょうか。
　また、試合前に海岸清掃を行った
り、試合の合間にビーチフラッグも
行われ大会に華を添えました。

手塩にかけて育てた牛

　9月25日、肝属郡秋季畜産共進会が開催
されました。
　本町からは、大根占地区・田代地区から
それぞれ若雌牛4頭、父系群3頭、計14頭が
出品されました。
　審査では、各地区から出品された94頭の
発育状態や栄養状態、資質・品位などにつ
いて審査され、本町の代表牛もそれぞれ優
秀な成績をおさめました。
　中でも、若雌二部で出品された田代地区
の近川正人さんの「さおり号」は、発育状
態・資質品位が特に優れており、最優秀賞
一席に輝き、10月3日に姶良郡家畜中央市
場で開催された第57回鹿児島県畜産共進会
に肝属郡代表として出品されました。

オレオレ詐欺にご用心 !

　社会福祉協議会田代支所では、地
域福祉活動事業の一環としていきい
きサロンを町内6地区で毎月1回の割合
で開催しています。
　これは、一人暮らしや高齢者世帯
の方々の中で、家に閉じこもりがちな
方に地域の公民館等に集まっていた
だき、全員で楽しくゲームをしたり、
生きがいを探し、孤独感の解消や心
身の機能低下防止を目的としていま
す。
　9月25日は、田代駐在所と交通安全
協会の協力で「オレオレ詐欺にご注
意!!」と題した寸劇が披露されました。

今年もテニスを
盛り上げるぞ！

　9月23日、平成20年度錦江町秋
季ソフトテニス大会を錦江町サン
ドームにて行いました。春に行っ
た大会より大幅に増え、小学生か
ら社会人まで66名の参加がありま
した。
　大会はAクラスからCクラスま
で分けて行われ、どのクラスも大
変白熱した試合が繰り広げられ応
援の方々も力が入り大変盛り上が
りました。中には親子ペアや小学
生ペアが中学生に勝つ試合なども
あり、錦江町のレベルの高さが見
て取れました。

我がまち再発見

　9月7日、農地・水・環境保全対策
事業の活動（水土里サークル活動）
の一環として、池田地区の笹安水土里

（さやみどり）保全組合が中心となっ
て地元にある資源を改めて認識しよう
と【ふるさと探検】活動を行いました。
　5班に分かれ決められたコースを探
検し、今後の活動等を各班で検討し、
発表を行いました。
　参加者の方々は、車で移動する際
には、気づかない事や改めてふるさと
の自然を認識する良い機会となったと
話され、更なる意欲を燃やされていま
した。

みんなで
「よいしょっ」

　9月13日の十五夜にちなんで上部地
区、花瀬地区、馬場地区公民館、塩
屋自治会で綱引きが行われました。
　各地区とも伝統の行事を、大人も
子供も一緒になって楽しんでいまし
た。
　また、綱練りも掛け声や綱を持っ
て回転する様子などとても面白く、綱
引きだけでなくこちらも覗いてみると
違った楽しみがあるかもしれません。
　十五夜行事を継続していく労力も
大変なことですが、このようなすばら
しい伝統をいつまでも絶やさずに残し
ていってほしいものです。

馬場地区公民館の綱引き地図や写真を広げて検討会開会式の様子

近川正人さんとさおり号
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錦江町の人事行政の
運営等の状況を公表します
錦江町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、次のとおり公表します。

⑺　職員手当の状況
ア　期末勤勉手当（平成20年4月1日現在）

区　分 錦江町 国
期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計

６月期 1.4月分 0.725月分 2.125月分 1.4月分 0.750月分 2.150月分
12月期 1.6 0.725 2.325 1.6 0.750 2.350
計 3.0 1.45 4.45 3.0 1.500 4.50

加算措置 職制上の段階・職務の
級等による加算措置有

職制上の段階・職務の
級等による加算措置有

イ　退職手当（平成20年4月1日現在）

区　分 錦江町 国
自己都合退職 勧奨・定年退職 自己都合退職 勧奨・定年退職

勤続 20 年 23.50月分 32.76月分 23.50月分 30.55月分
勤続 25 年 33.50 41.34 33.50 41.34
勤続 35 年 47.50 59.28 47.50 59.28
最高限度額 59.28 59.28 59.28 59.28
退職時特別昇給 無 無

ウ　時間外勤務手当

平成19年度 支給総額 7,855千円
職員一人当たり支給年額 74千円

エ　その他の手当（平成20年4月1日現在）

区分 内　　容 国の制度
との異同

扶
養
手
当

○配偶者	 13,000 円
○配偶者以外	 6,500 円
○�配偶者のいない場合そのうち 1人　
	 11,000 円
○�満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで
1人につき 5,000 円の加算

同

住
居
手
当

※家賃
○�家賃額 23,000 円までは 12,000 円との
差額
○�家賃額 23,000 円を超える時は超える
額の 2 分の 1（限度額 16,000 円）に
11,000 円を加えた額
※持家
○無し

異

通
勤
手
当

※交通機関利用者
○支給単位期間の運賃等相当額
○ �55,000 円を越える部分について 55,000
円に月数を乗じた額

※交通用具利用者
・₂㎞以上₅㎞未満	 1,900円
・₅㎞以上10㎞未満	 3,900円
・10㎞以上15㎞未満	 6,200円
・15㎞以上	 8,500円

異

⑴　人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本
台帳人口

歳出額
（A） 実質収支 人件費

（B）
人件費率
（B/A）

平成19年度 （平成20年3月31日）
9,796人

7,205,719
千円

129,253
千円

1,184,103
千円 16.4%

注　�人件費には , 一般職のほか特別職（三役 , 教育長 , 各種委員）及
び議員に支給される給料 , 報酬及び手当 , 市町村職員共済組合負
担金 , 退職手当組合負担金 , 災害補償負担金などが含まれる。

⑵　職員給与費の状況（平成20年度一般会計予算）

区　分 職員数
（A）

給与費 一人当た
り給与費
（B/A）給　料 職員手当 期末・勤

勉手当
計
（B）

平成20年度 151人 571,934
千円

195,449
千円

238,367
千円

1,005,750
千円

6,660
千円

注　給与費は , 当初予算に計上された額である。

⑶　職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成20年4月1日現在）

区　分 一般職 技能労務職
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

錦江町 326,526 円 41 歳 9ヶ月 264,288 円 46 歳 6ヶ月
（注1）�錦江町の平均給料月額 , 平均年齢は , 平成20年錦江町当初予

算に基づくものである。

⑷　職員の初任給の状況（平成20年4月1日現在）

区　分 錦江町 鹿児島県 国
決定初任給 決定初任給 決定初任給

一　般
行政職

大学卒 172,200 円 163,590 円 172,200 円
高校卒 140,100 円 133,095 円 140,100 円

注　県職の給料は5%の減額措置後の金額です。

⑸　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年4月1日現在）
区　分 24〜27歳 36〜39歳 44〜47歳

一　般
行政職

大学卒 177,300円 289,500円 386,500円
高校卒 190,700円 286,100円 374,700円

⑹　一般職員の級別職員数の状況（平成20年4月1日現在）
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

計��標準的な
職務内容

主事補
主　事 主 事 主　査副主幹

副 主 幹
主　 幹
チームリーダー

主　 幹
チームリーダー
課 長 等

チームリーダー
課 長 等

参　事
課長等

職員数
‘（人） 6 9 36 27 15 10 1 104

構成比
（%） 5.8 8.7 34.6 25.9 14.4 9.6 1.0 100
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⑻　特別職の報酬等の状況（平成20年4月1日現在）
区　分 給料月額等 期末手当

給料
町　長 760,000円（684,000）（支給割合）

₆月期	 1.6月分
12月期	 1.7月分
計	 3.3月分
15%加算有り
18年 4月〜 21年 3月ま
では（　）内の額 ,ただ
し ,期末手当の基礎額は
減額前の額とする。

副町長 573,000円（544,000）
教育長 553,000円（525,000）

報酬
議　長 306,000円（296,000）
副議長 248,000円（240,000）
議　員 227,000円（220,000）

⑼　部門別職員数の状況（平成20年4月1日現在）
区　分

部　門
職員数
平成20年度

一 般 行 政 部 門

議 会 2
総 務 30
税 務 12
農 林 業 25
土 木 10
民 生 23
衛 生 9
小 計 111

特 別 行 政 部 門 教 育 30
小 計 30

公営企業等会計部門
水 道 4
そ の 他 13
小 計 17

合 計 158

1. 職員の任免状況（平成19年度）
区　分 退　職 採　用 昇　格
人　数 5人 0人 0人

2　職員の勤務時間の状況
勤 務 時 間 ₈時30分〜17時15分
休 憩 時 間 12時15分〜13時
休 息 時 間 勤務₄時間につき15分

3　職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）平成19年度における分限処分の状況
降　任 免　職 休　職 降　級 計
0人 0人 1人 0人 1人

4　職員の服務の状況
⑴　職務に専念する義務の免除
職務専念義務免除理由 平成19年度件数
研修を受ける場合 ₀人
厚生に関する計画の実施参加する場合 70人
任命権者が定める場合 25人

⑵　営利企業等の従事に関する許可
平成19年度の許可件数 ₁人

⑶　年次有給休暇の使用状況
（平成19年1月1日〜平成19年12月31日）

総付与日数
A

総取得日数
B 平均使用日 消化率

B/A
3,782日 1,053日 11日 28%

※一般行政職員

⑷　育児休業等の利用状況（平成19年度）
男 性 職 員 0人
女 性 職 員 2人

5　職員の福祉及び利益の保護の状況（平成19年度）
区　分 主な項目 対象者等 実施状況

健康管理
事 業

職 場 検 診 全 職 員 対 象 40人
人間ドッグ検査 希 望 者 70人
レントゲン検診 全 職 員 対 象 61人

福利事業 職員厚生会へ
の補助

体育奨励・
職員厚生補助 868,649円

6　職員の研修の状況（平成19年度）
研修名 受講人数
管理監督者第 1部研修他 27 人

　今回掲載している人事行政の運営等の
状況の公表は、主なものを抜粋して掲載
しております。錦江町ホームページには
総務省の指示による全国統一様式で詳細
な資料が掲載されます。（平成 21 年 3 月
頃の予定）
錦江町ホームページ　
http://www.town.kinko.lg.jp役場総務課総務チーム　☎22‒0511
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　７月30日から８月20日にかけて、地域づくりインターン事業が行われ、首都圏を中心に６名の大学生がインター
ン生として、本町で農業体験や地域での聞き取り取材などを行いました。
　そのインターン生の声を先月号に引き続き紹介します。
　このインターン事業に対して、受け入れ家庭をはじめ町民の方々に多大なるご協力をいただき、この場を借りてお
礼申し上げます。ありがとうございました。

佐藤　一圭（派遣期間：7月30日～８月13日）
　全体を通して感じるのは「楽しかった」の一言です。大好きなビールを毎日
飲ましてもらい、おいしい料理を毎日食べさせたもらい、この2週間で4.5キロも
太ってしまいました。それが錦江町に行って唯一落ち込みました。また、いろ
いろな体験を通していろいろな錦江町民と話せたことや教わったことは良い経
験になりました。2週間お世話になった福岡和徳さん一家、役場の方々をはじめ、
お世話になったすべての人に感謝の気持ちでいっぱいです。生意気な私を温か
く迎えてくれて、温かく接してくれて、熱く語ってくれたことは、私の貴重な財
産になると思います。本当に本当にありがとうございました。
　私は錦江町が大好きになりました。

▲漁業体験で海の男になりきって一枚

地域づくりインターン事業

井口　菜々子（派遣期間：7月30日～８月13日）
　錦江町で過ごした2週間は特殊な日々でした。体験したのは始め
てのことばかり、聞く話は農業や林業、田舎での暮らしについてな
ど、今までじかに聞いたことのない話を聞くことができました。簡
単には解決できない問題だらけですが、田舎と都会は互いに関係を
持ち合って暮らしていく必要があると感じました。それ以上に、錦
江町で親切にしてくださった方々との関係をずっと続けていきたい
と願っています。本当にお世話になりました。▲宿利原納涼大会に飛び入り参加

▲大滝公園でのスナップショット

鈴木　泰朋（派遣期間：7月30日～８月13日）
　錦江町を選んだ理由には民泊ができるという事と色々な体験が出来るということで錦江町を
選びました。民泊については、私の想像以上に家族的に付き合ってもらえたと思っています。
とても嬉しかったです。また、私がしてみたいと思っていた農作業は力仕事で辛いものになる
と思っていましたが、トラクターに乗せてもらったり、大豆を植えさせてもらったり、自分の想
像とはいい意味で違っていて良かったです。自然体験まるごとツアーではそうめん流しには少
し驚きましたが、私も子供たちと一緒になって錦江町のいい所を楽しめたのでとてもよい企画
だと思います。自然体験まるごとツアーはインターン生にとって魅力的な体験の1つであると思
います。
　私の中で1番衝撃的だったのは錦江園でした。介護がないと生活できない人達がこのような生
活をしているのだという事と介護というのはこんなにも大変であるという事を実際に見て聞くこ
とが出来たのは自分にとって本当によい経験であったと思います。
　このインターンを通じてテレビや大学の授業が全て正しいのではないということを実感させ
られました。地方は、大きな病院はあるが診てくれる先生がいない、バスが週に何回かしか来
ない、電車も通っていないなど、車がないと生活ができないという現状であるということが分
かりました。また、農家であるために移住することがあまりないために、地域の人々の結びつき
が強く、家族のような関係でいられるからこそ地方で生活することが出来るのだと感じました。
　今回のインターンで様々な体験をさせていただいた事に本当に感謝しています。2週間という
期間はとても充実していて貴重な時間でした。
　本当に有難うございました。これからも宜しくお願いします。
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結核検診・がん検診が始まっています結核検診・がん検診が始まっています
結核検診・肺がん検診
　全国では、年間約3万人の新規結核患者が発生し、約2千人が結核で亡くなっています。県でも毎年3
百人を超える新規結核患者が発生しています。		錦江町では結核レントゲン検診（65歳以上）の際に肺が
ん検診（40歳以上）も同時実施しています。
< 主な結核の症状 >
　○せきが 2 週間以上おさまらない。 
　○微熱が続く。
　○たんが続いたり、血痰が出る。	
　また、市町村や職場の健診、人間ドックなどの機会を積極的に利用して、年1回の定期受診につとめましょう。
< 日程 >　大根占地区 ;10/6 〜 10/10  田代地区 ;10/14・10/15・10/17・10/20

複合検診
　●　大腸がん検診	 ………検便検査で、潜血がないかどうかを判定します。
　●　腹部超音波検診	 ……超音波をあてる事で、内臓の様子を見ることができます。
　●　胃がん検診	 …………バリウムを飲む透視の検査で食道や胃などの様子を見ることができます。
< 日程 >　大根占 ;10/1 〜 10/3、10/28 〜 10/31 田代地区 ;12/15 〜 12/19
< 対象 >　40 歳以上

女性検診
　●　子宮がん検診	 ………子宮頸がん検診 (入口部分 )の細胞診です。（20歳以上）
　●　乳がん検診	 …………触診およびマンモグラフィー検査です。（40歳以上）
< 日程 >　大根占地区 ;11/4・11/5 田代地区 ;11/6・11/7
　★ 	10月は鹿児島ピンクリボン月間です。	“ピンクリボン” は、乳がんの早期発見・早期治療の重要性を

伝えるシンボルマークとしてアメリカで使われ始め、その考えに共感した人々によって世界中で使わ
れています。

※各種健診の料金や会場など、詳細なことについての質問・不明な点は役場までお問い合わせ下さい。

錦江町役場本庁 保健福祉課衛生チーム　☎ 22-3044
田代支所 住民生活課民生チーム　☎ 25-2511

障害のある方を対象としたNHK放送受信料の
免除基準が変わりました

全 額 免 除 半 額 免 除
［障害者の方を世帯構成員に有する場合］　　�　［障害者の方が世帯主の場合］　　　
9月 30日まで 10月 1日から 9月 30日まで 10月 1日から

身体障害者

生活保護法による最
低生活費の額に身体
障害者特別加算額を
加算した額の費用に
よって営まれる生活
状態以下の世帯

世帯構成員が町民税
非課税

○�視覚・聴覚障害者
○�重度の肢体不自由者

○�視覚・聴覚障害者
（変更なし）
○�重度の身体障害者
（内部機能障害等を追
加）

知的障害者

重度の知的障害者を
構成員に有する世帯
で、世帯構成員全員
が町民税非課税

世帯構成員が町民税
非課税（重度以外も
対象）

適用外 重度の知的障害者

精神障害者 適用外 世帯構成員が町民税
非課税 適用外 重度の精神障害者

施行日：平成20年10月1日
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「博物館がやってきた !」
　鹿児島県立博物館と錦江町教育委員会主催で、移動博物館推進事業「博物館がやってきた！」
を開催します。入場無料で、どなたでも自由に観覧できますので、町民の皆様の多数のご来場を
お待ちしております。

開館日時　10月 16日（木）� 午前 9時 35分～午後5時 00分
　　　　　10月 17日（金）～19日（日）� 午前 9時 00分～午後5時 00分

場　　所　錦江町中央公民館

内　　容　①展示活動（鹿児島の天然記念物・錦江町周辺の動植物・恐竜化石等）
　　　　　②楽しい実験（キャップゴマ作り等）　
　　　　　③星空観察会
　　　　　④あなたもまちの学芸員活動

　　　　※星空観察会とあなたもまちの学芸員活動は事前申込が必要です。

問合せ先　教育課生涯学習チーム　☎22‒0517　

と　き	 11月2日　㈰　午前9時～
	 11月3日　㈪　午前9時～
ところ	 文化センター、中央公民館、役場駐車場、錦江中学校

　今年度も、「文化祭・生涯学習推進大会」と「いきいき秋まつり」を同日開催いたします。
芸術の秋、実りの秋を満喫できる充実した内容で多数のみなさんのご来場をお待ちしております。

　　イベント内容（予定）
【２日】 【３日】

・�舞台、展示発表�　（文化協会、学校等）
・�特別ステージ「歌と映像でつづる戦後の昭和」
・のど自慢大会
・�農林水産物、特産物、加工品等の展示即売会
・健康づくりイベント
・各種表彰、相撲大会
・魚のつかみどり
・抽選会等

・�舞台発表（文化協会、学校等）
・�展示発表（文化協会、学校等）

募集中
展示発表では、個人の作品も募集しております。
詳細は教育課までお問い合わせください。

⃝●⃝ 事 務 局 ⃝●⃝
【いきいき秋まつり】 ………………… 産業振興課（☎ 22-3035）
【文化祭・生涯学習推進大会】 ……… 教　育　課（☎ 22-0517）

開催錦江町文化祭・生涯学習推進大会
錦江町いきいき秋まつり
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▼写真のご協力を
　　お願いします。

▼

「錦江町思ひ出写真館」に掲載
する写真を募集します。
　撮影時期・場所・状況等を
付けて、役場企画課へ持ち込
むか郵送ください。
　お借りした写真は責任を持
ってお返しします。

昭和３８年
神川橋の渡り始め

　
「
日
本
の
裏
側
で
育
ん
だ
恋
。」
田
代
地
区
で
自
動
車
整
備
工
場
を
営
む
姫
ヶ
迫

浩
一
さ
ん
・
明
子
さ
ん
夫
妻
の
話
で
あ
る
。　

　

浩
一
さ
ん
は
高
校
卒
業
後
、
鹿
児
島
市
内
の
会
社
で
整
備
士
の
仕
事
を
し
て
い

た
。
し
か
し
、
29
歳
の
時
、「
自
分
の
人
生
こ
れ
で
い
い
の
か
？
」
と
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問
を
感
じ

始
め
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。
そ
し
て
浩
一
さ
ん
の
と
っ
た
行
動
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、
青
年
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外
協
力
隊
に
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加
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途
上

国
に
自
動
車
整
備
の
技
術
を
伝
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
訓
練
な
ど
の
準
備
期
間
１
年

を
経
て
２
年
間
、
南
米
エ
ク
ア
ド
ル
の
発
展
に
寄
与
し
た
。
不
安
は
な
か
っ
た
で

す
か
。
と
尋
ね
る
と
、「
不
安
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
で
も
…
。」で
も
？
渡
航
の
日
、

涙
す
る
両
親
の
姿
を
見
て
自
分
勝
手
な
行
動
だ
っ
た
か
な
と
少
し
後
悔
し
た
ら
し

い
。
そ
し
て
、
エ
ク
ア
ド
ル
で
運
命
的
な
出
会
い
が
待
っ
て
い
た
。
同
じ
協
力
隊

員
と
し
て
エ
ク
ア
ド
ル
に
い
た
妻
・
明
子
さ
ん
と
お
互
い
の
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー

の
紹
介
で
知
り
合
っ
た
の
だ
。
運
命
的
な
も
の
を
感
じ
る
出
会
い
。
二
人
は
エ
ク

ア
ド
ル
の
為
に
尽
力
し
な
が
ら
愛
を
育
ん
だ
。
そ
し
て
帰
国
後
、
浩
一
さ
ん
は
実

家
の
自
転
車
屋
を
自
動
車
整
備
工
場
に
し
て
、
一
年
後
に
栃
木
か
ら
明
子
さ
ん
を

迎
え
た
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現
在
の
浩
一
さ
ん
は
、
消
防
団
に
上
柴
立
棒
踊
り
保
存
会
と
地
元
に
密
着
し
た

活
動
を
続
け
て
い
る
。
消
防
団
に
つ
い
て
は
「
だ
ま
さ
れ
た
。」
と
笑
っ
た
が
、「
消

防
車
庫
の
横
に
工
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構
え
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人
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営
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自
動
車
整
備
士
が
い
る
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だ
か
ら
団

員
に
な
る
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と
も
話
し
た
。

　

浩
一
さ
ん
は
、
近
隣
の
小
中
学
校
か
ら
エ
ク
ア
ド
ル
の
経
験
を
基
に
し
た
講
演

依
頼
も
後
を
絶
た
な
い
。
講
演
の
内
容
を
問
う
と
、
エ
ク
ア
ド
ル
の
話
な
ど
を
中

心
に
し
な
が
ら
子
供
た
ち
へ
視
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を
広
げ
て
欲
し
い
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と
願
い
な
が
ら
話
す
ら
し

い
。
難
し
く
な
い
で
す
か
と
尋
ね
る
と
、「
エ
ク
ア
ド
ル
で
教
え
る
こ
と
の
難
し
さ
、

面
白
さ
を
知
っ
た
。
そ
し
て
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
。
相
手
を
思
い
や
る

気
持
ち
を
学
ん
だ
。
だ
か
ら
子
供
た
ち
に
自
分
の
経
験
を
話
す
の
は
面
白
い
。
そ

し
て
子
供
た
ち
が
何
か
を
得
て
く
れ
た
ら
言
う
こ
と
な
い
。」
と
笑
っ
た
。
そ
し
て
、

最
後
に
「
子
供
た
ち
が
井
の
中
の
蛙
に
な
っ
て
欲
し
く
な
い
ん
だ
。
広
い
世
界
、
上

に
は
上
が
絶
対
い
る
。
だ
か
ら
慢
心
せ
ず
、失
望
せ
ず
上
を
上
を
目
指
し
て
欲
し
い
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そ
の
手
助
け
を
自
分
が
し
た
い
し
自
分
も
そ
う
あ
り
た
い
。」
と
熱
く
語
っ
た
。

　

浩
一
さ
ん
は
、
田
代
の
地
で
さ
ら
に
高
み
を
目
指
す
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
町
内
で

こ
れ
か
ら
根
を
張
っ
て
い
こ
う
と

頑
張
っ
て
い
る
若
者
を
中
心
に
紹

介
し
て
い
き
ま
す
。

　

第
17
回
目
は
、
上
柴
立
自
治
会

の
姫
ヶ
迫
浩
一
さ
ん
で
す
。

錦
江
に
生
き
る

じ
ゅ
う
な
な
に
ん
目

 

姫ひ
め

ヶが

迫さ
こ　

浩こ
う

一い
ち 

さ
ん

（
上
柴
立
自
治
会
）

▲�我が子と遊んでいるように
　やさしく車を修理する浩一さん

▼�教え子たちと大晦日に
（エクアドルの厄払い）

錦江町

▲�建設中の
神川橋
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全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

や
職
場
等
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ

ー
行
為
、
そ
の
他
、
女
性
を
め
ぐ

る
人
権
問
題
で
お
困
り
の
方
は
、

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。

【
実
施
機
関
】

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局

　

鹿
児
島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

【
実
施
日
時
等
】

　

期
間

　

平
成
20
年
11
月
17
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　

11
月
23
日
（
日
）

　

時
間

　

平
日　

午
前
８
時
30
分
か
ら

　
　
　
　

午
後
７
時
00
分
ま
で

　

土
日　

午
前
10
時
00
分
か
ら

　
　
　
　

午
後
５
時
00
分
ま
で

【
電
話
番
号
】

　

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０
︲
０
７
０
︲
８
１
０

　
（
通
話
料
が
１
８
０
秒
に
つ
き
、

お
よ
そ
8
・
5
円
か
か
り
ま
す
。）

【
相
談
員
】

　

法
務
局
職
員
及
び
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
、
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。　

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
９
９
︲
２
５
９
︲
０
６
８
４

平
成
20
年
度　

住
生
活
月
間
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

本
県
で
は
、
当
月
間
に
あ
わ
せ

て
「
か
ご
し
ま
住
ま
い
と
建
築
展
」

（
主
催
：
鹿
児
島
県
ゆ
と
り
あ
る

住
ま
い
と
街
づ
く
り
推
進
協
議
会

（
県
建
築
・
住
宅
行
政
連
絡
協
議

会
も
会
員
で
す
）
を
、
左
記
の
と

お
り
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

【
会
期
】

　

平
成
20
年
10
月
17
日
（
金
）
～

　

10
月
19
日
（
日
）　

３
日
間

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

【
会
場
】

　

か
ご
し
ま
県
民
交
流
セ
ン
タ
ー

【
テ
ー
マ
】

　

21
世
紀　

私
た
ち
の
す
ま
い

　

|
地
震
に
強
く

な
が
～
く
住
め
る

楽
し
い
お
ウ
チ
|

町
営
住
宅

空
き
家 

状
況

（
9
月
1
日
現
在
）

大
根
占
地
区

・
旧
池
田
中
教
職　

3
戸

・
京
町　
　

1
戸　

・
芝
山　

1
戸

・
第
２
麓　

1
戸

田
代
地
区

・
現
在
、
空
い
て
お
り
ま
せ
ん

お
問
い
合
わ
せ
及
び
入
居
希
望
の
方
は
、
建

設
課
ま
た
は
地
域
振
興
課
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

 人口の動き
平成20年10月1日現在

前月号比
人　口 �9,704人 （△８）
男 4,531人 （△７）
女 5,173人 （△１）
世帯数 4,323戸 （±０）

△は減少

【
主
な
催
し
】

①�

テ
ー
マ
展
示
（
テ
ー
マ
に
沿
っ

た
企
画
展
示
や
催
し
）

②�

住
ま
い
と
建
築
に
関
す
る
パ
ネ
ル
、

写
真
、
模
型
、
材
料
等
展
示

③�

新
技
術
・
新
建
材
の
展
示
（
出

展
社
・
団
体
）

④
講
演
会

⑤
住
ま
い
と
建
築
な
ん
で
も
相
談

⑥�

建
築
関
係
団
体
等
に
よ
る
関
連

行
事
（
作
品
展
示
・
表
彰
式
）

⑦�

そ
の
他
（
親
子
木
工
教
室
、
竹

細
工
教
室
、
建
築
ふ
れ
あ
い
体

験
等
）

多
重
債
務
者
無
料
相
談
会
を

実
施
し
ま
す
。

　

鹿
児
島
県
多
重
債
務
者
協
議
会

で
は
、
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
る

多
重
債
務
者
を
救
済
す
る
た
め
、

国
の
多
重
債
務
者
相
談
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
（
９
～
12
月
）
に
合
わ
せ
て
、

次
の
と
お
り
多
重
債
務
者
無
料
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。
相
談
に
は

弁
護
士
ま
た
は
司
法
書
士
が
応
じ
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
一
人

で
悩
ま
ず
に
、
ま
ず
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
日
時
】

　

平
成
20
年
11
月
５
日
（
水
）

　
　

10
時
～
12
時
・
13
時
～
15
時

お
知
ら
せ

休日の在宅当番医

※�諸事情により変更となる場合がありますのでご利用
の前にお問い合わせください。

月　日 病　院　名 電話番号
10月12日 大根占医院 22-2658

13日 今隈医院 26-2222
19日 肝属郡医師会立病院� 22-3111
26日 じょうさいクリニック 24-2977

11月２日 濵畑クリニック 25-2575
３日 長浜医院 22-0137
９日 藤崎クリニック 22-2238

【
会
場
】

　

鹿
屋
市
中
央
公
民
館
２
階
会
議
室

※�

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事

前
に
予
約
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
９
９
︲
２
８
６
︲
２
５
２
１

【
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

県
庁　

環
境
生
活
部　

生
活
・

文
化
課　

消
費
生
活
係

　

〒
８
９
０
︲
８
５
７
７

　

鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
10
番
１
号

　

☎
０
９
９
︲
２
８
６
︲
２
５
２
１

２
０
０
８
土
木
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

Ｉ
Ｎ
鹿
屋　

開
催
！

　

|
地
球
と
人
に
や
さ
し
さ
を
|

　

大
隅
地
区
建
設
事
業
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
推
進
協
議
会
で
は
、「
土
木

の
日
」
に
ち
な
ん
で
、
２
０
０
８

土
木
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
Ｉ
Ｎ
鹿
屋

を
左
記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
体
験
コ
ー
ナ
ー
の

ほ
か
、
消
防
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏

や
お
楽
し
み
抽
選
会
な
ど
あ
り
ま

す
の
で
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
く
だ
さ

い
。

　

皆
様
の
ご
来
場
を
心
よ
り
お
待

ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

【
日
時
】

　

平
成
20
年
11
月
８
日
（
土
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

【
場
所
】

　

鹿
屋
市　

霧
島
が
丘
公
園

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
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自衛官募集の
お知らせ

9月１日
～9月30日

戸籍に関する情報は
ホームページ上では掲載致しておりません

ボート免許の更新・失効講習
◦と　き　10月25日（土）　受付：13時から（開始13時30分）
◦ところ　南大隅町中央公民館　会議室
◦受講料（送料込み）　更新：8,600円　失効：14,600円
◦必要書類	 ①ボート免許証・ボールペン
	 ②写真2枚（タテ4.5㎝×ヨコ3.5㎝）
	 ③	ボート免許証記載の住所が「変更している」又は、「記

載が無い」場合、本籍地記載の「住民票」1通が必要
	 　（市町村合併で変更の場合は、不要です。）

（問い合せ先）鹿児島海技免許センター　☎099-224-6180

忘年会の御予約はお早目に !!
“食べて、飲んで、安くて、旨い店”

錦江町馬場978-1	 ☎22-2232（大根占マルエイパチンコ裏）

昼は日替定食、他メニュー多数、ラーメン
（営業時間）（昼）AM11:30～PM2:00
	 （夜）PM6:00～PM11:45
（定休日）	 月曜日

❶　募集種目
　　2等陸海空士（男子のみ）

❷　応募資格
　　18歳以上27歳未満（21年４月１日現在）

❸　受付期間
　　平成20年10月20日から11月25日まで

❹　試 験 日
　　平成20年11月29日（土）

❺　試験会場
　　陸上自衛隊国分駐屯地

❻　合格発表
　　平成20年12月上旬

❼　入　　隊
　　平成21年３月下旬及び４月上旬

❽　試験内容
　　筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査

お問い合せは
自衛隊鹿児島地方協力本部　鹿屋地域事務所
〒893-0062　鹿児島県鹿屋市新生町20-2

☎0994（42）4386
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■発		行　錦江町役場

■編		集　企画課
　〒893-2392
　鹿児島県肝属郡錦江町城元963
　☎�0994-22-3032　℻0994-22-1951

■錦江町ホームページアドレス
　http://www.town.kinko.lg.jp

編
集
後
記

●
総
理
大
臣
が
ま
た
ま
た
代
わ
り
ま
し

た
。
約
２
年
間
で
３
人
目
…
。
10
月
３

日
現
在
、
解
散
総
選
挙
も
噂
さ
れ
る
な

か
、
そ
の
Ｘ
デ
ー
も
二
転
三
転
…
。
国

民
の
為
の
政
治
の
は
ず
な
の
が
国
民
が

振
り
回
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
…
。
日
本

の
政
治
は
、
日
本
の
未
来
は
ど
こ
へ
向

か
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

●
未
だ
に
鼠
先
輩
と
言
わ
れ
る
の
で
眼

鏡
を
替
え
ま
し
た
。
で
も
、
髪
が
や・

ん・

か・

ぶ・

っ・

て・

き
ま
し
た
。
坊
主
に
す
る
か
、

パ
ー
マ
を
か
け
る
か
悩
む
日
々
。
ロ
ー

ド
・
ト
ゥ
・
キ
ム
タ
ク
。
キ
ム
タ
ク
へ

の
道
は
ま
だ
遠
い

●
気
に
な
る
一
枚
の
答
え
。
普
段
は
閉
ま

る
こ
と
の
な
い
こ
の
扉
、「
防
潮
扉
」
と

言
っ
て
高
潮
や
高
波
対
策
の
為
の
も
の

で
す
。
普
段
は
開
け
て
あ
り
、
台
風
の

時
な
ど
だ
け
閉
じ
ら
れ
ま
す
。
鉄
だ
け

に
か
な
り
重
く
、
大
き
い
も
の
は
大
人

４
、５
人
が
か
り
で
開
閉
し
ま
す
。
台
風

の
前
後
に
役
場
消
防
隊
が
「
せ
〜
の
！
」

の
掛
け
声
で
扉
を
押
し
て
い
る
姿
を
見

た
こ
と
が
あ
る
方
も
い
る
の
で
は
？

　元気で強い　オオカミグー。
　でもそんなグーにも、みんなにいえない秘密がある
のです。それは自分を育ててくれたお母さんのこと…。
　元気なグーとやさしいお母さんのものがたりです。
　ぜひぜひ一度読んでみてください。心にズキズキ
ジィ～ンとやさしさが広がります。

今 月 の一冊

「オオカミグーの
　はずかしいひみつ」

きむら　ゆういち　作

　　●文化センター図書室にて貸し出し中●

日　　時　11月30日（日）午前9時~
Ａコース　佐多岬（124㌔）
Ｂコース　自転車競技場（62㌔）
Ｃコース　神川大滝公園（30㌔）
申込み期間　10月1日~11月15日
参 加 料

申込み・問い合わせ先
鹿屋市北田町11103番地　☎0994-40-5525
ツール・ド・おおすみ実行委員会

第８回ツール・ド・おおすみ
～やさしく走ろう！本土最南端！佐多岬！～
参加者大募集！応援もよろしくネ！

開催

目的は !?

枚気 になる一

一　　般 高校生以下 小学生以下
Ａコース 5,000 円 3,000 円
Ｂコース 4,000 円 2,500 円 2,000 円
Ｃコース 3,000 円 2,000 円 1,500 円

浄化槽法定検査（法第11条検査）

受検のお願い
　浄化槽は保守点検・清掃と法定検査が適切に行われること
によって、毎日のくらしの中から出された汚水を浄化し、きれ
いな水にして流すことができる装置です。
　浄化槽法では保守点検・清掃とは別に、これらが適切に行
われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査する「法
定検査」が義務づけられています。
　浄化槽にとって、保守点検・清掃は、いわば日常の健康管
理であり、法定検査は健康診断にあたります。
　毎年1回行う定期検査は、これまで11人槽以上の比較的大
きな浄化槽と官公署分はすべて検査していましたが、10人槽
以下の家庭用の浄化槽も検査できる体制が整ったため、平成
17年度から順次検査を実施しています。
　浄化槽を設置されている方は、法定検査の趣旨をご理解の
上、必ず受検していただきますようお願いします。

＜検査の内容＞
1．使用開始検査（法第7条検査）
　�　浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した後に、設置工
事が適正に行なわれ、浄化槽の機能が正常に維持されてい
るかどうか検査を行ないます。

2．定期検査（法第11条検査）
　�　毎年1回、浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄
化槽の機能が正常に維持されているかどうか検査します。
　�　なお、家庭用の浄化槽は、検査の結果、適正な維持管理
が行われている浄化槽については、当分の間、5年に1回行
うことになりました。

検査手数料（5～10人槽）
単独処理浄化槽 合併処理浄化槽

使用開始検査 一 11,000円
定 期 検 査 4,000円 6,000円

※法定検査は、設置者の委託を受けて業者が行う保守点検・清掃とは異なります。
※法定検査は、県の指定検査機関「㈶鹿児島県環境検査センター」が行います。
※法定検査は、事前に指定検査機関からハガキにより実施日の通知をします。
※�法定検査の結果、改善の必要な浄化槽は、地域振興局（保健福祉環境部、建設部）か
ら指導が行われます。

問い合わせ先
鹿児島県指定検査機関
㈶鹿児島県環境検査センター　　　　鹿児島市錦江町11-40
 ☎099-223-3185

http://www.kagoshimakensa.or.jp/
同地区担当（鹿屋保健所駐在） ☎O994-40-3196
錦江町役場　保健福祉課 ☎0994-22-3044 ある時だけ閉まる馬場海岸沿いの鉄の扉




